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ま え が き 

 

 日本において男女雇用機会均等法が、1985 年に制定されて 20 年あまりの年月を経た。同法

は制定後に幾度かの改正が行われ、1997 年の改正で男女の雇用に関する差別的環境の是正

措置、いわゆるポジティブ・アクションの実施に関する規定が盛り込まれた。これにより改

正当初はポジティブ・アクションに積極的に取り組む企業が数多く見られたが、現在では同

アクションに取り組む動きは鈍化しているといわざるを得ない。特に中小企業における取り

組みは遅々として進まない状況にある。 

 しかしながら、問題が解決したわけではない。現在においてもポジティブ・アクションの

重要性はいささかも損なわれていない。少子高齢化が進展し、労働力人口の減少に対応する

ためにも女性労働者の活用の必要性が広く認識されるようになって、働く女性の雇用環境の

是正に取り組むポジティブ・アクションの重要性はむしろ高まっているといえる。 

 本報告書は、厚生労働省の要請により、日本の企業におけるポジティブ・アクションの取

り組みを活性化させる一助として、日本と比べて20年以上先行して取り組んでいるアメリ

カとスウェーデンの企業の好事例を紹介したものである。 

 アメリカにおいては、人材としての女性の活用に着目し、女性の離職率が男性と比べて相

対的に高いことを問題視した結果としてポジティブ・アクションに取り組む企業が多くみら

れる。このため企業は、従業員満足度を向上させることによって離職率を低減させるための

人事施策に全社を挙げて取り組んでいる事例が多い。一方、スウェーデンにおいては、差別

オンブズマンと呼称される行政機関が主導・監督して、企業内における同一職種の男女の賃

金格差を是正する取り組みが行われている。また、企業の自主的な取り組みとして、男性の

育児休業取得を奨励する施策が広く見られる。 

 両国の企業はともにポジティブ・アクションに長く取り組んでいるが、問題の多くが必ず

しも解決しているとはいえない。ポジティブ・アクションの取り組みは、今後も地道に続け

なければならない課題である。 

 本報告書が、日本の男女間の雇用機会均等に関する政策を議論する上での一助となれば幸

いである。 
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